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事業計画
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基本方針

重点施策

　（財）京都産業21では、このたび、平成15年3月に策定した「ミッションステートメント（基本理念及び行動指針）」
の具現化を進めるための「中期計画」を策定しました。
　この「中期計画」のスタートとなる平成16年度においては、次の3つの基本方針にもとづき、「顧客視点」で、真に
役立つ事業の推進をめざし、4つの重点施策による各種事業に取り組みます。

1　京都企業の交流・活動拠点の構築
　財団の顧客、パートナー、関係者の皆さんが気軽に立ち寄ることの出来る拠点となることをめざすととも
に、情報ネットワークの中心に位置し、情報が行き交うハブの役割を果たす拠点となることをめざします。

2　顧客視点で企業活動をサポートする強力な知的集団の形成
　高いスキルを身につけ、幅広い人的ネットワークを構築し、財団内外のあらゆる資源を活用することで、
顧客の抱える真の問題点を発見し、粘り強く解決に取り組むことのできる「知的集団」をめざします。

3　経営環境の変化に柔軟かつ機能的に対応する運営基盤の実現
　財団の独自性を確保し、激変する中小企業を取り巻く経営環境の変化をいち早く察知し、顧客ニーズを
先取りするようなサービスの提供を可能とする「鋭敏」で「機動力」のある運営基盤の確立をめざします。

1　経営基盤の強化

2　経営革新、創業・ベンチャー育成

3　新しい事業立ち上げを推進するための産学公連携の推進

4　顧客が活動するマーケットを育成するための新産業創出支援

平
成
１６
年
度
　

京
都
産
業
２１
の
事
業

経営基盤の強化

経営革新・創業・ 
ベンチャー育成

産・学・公連携による
事業創出の推進

新産業の創出支援
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　中小企業の省エネルギーの推進を支援するため、平成5年度から実施してまいりました「エネルギー
使用合理化設備導入促進支援事業」につきましては、平成16年3月末をもちまして終了（廃止）い
たしましたので、お知らせいたします。
　長年にわたり本事業に対しましてご理解、ご協力賜りましたことを厚くお礼申し上げます。

　具体的な事業施策の推進に当たっては、国、京都府・市をはじめ、支援機関、大学、研究機関、企業、金融機
関等との連携を強化し、サービスの質の向上と高度化に努めます。
　本年度は新規事業として、ものづくり系ベンチャー企業育成のための「京都企業創造ファンド」や中小企
業の経営基盤強化・経営革新等の担い手となる人材育成を支援するための「人づくり塾」などの事業を積
極的に展開してまいりますので、財団事業を大いにご利用ください。
　各事業の詳細は、財団ホームページ（http://www.ki２１.jp）でもお知らせしてまいりますので、ご利用く
ださい。
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情報誌の発行

ホームページ等

経営基盤の強化経営基盤の強化

経営革新・創業・経営革新・創業・ 
ベンチャー育成ベンチャー育成

産・学・公連携による産・学・公連携による
事業創出の推進事業創出の推進

新産業の創出支援新産業の創出支援

経営基盤の強化

販路開拓・マーケティング支援

経営・技術力の向上

国際化支援

設備投資の支援

商業活性化支援

人材育成

ITの普及・活用

企業訪問による発注開拓と
　　　　　　受注あっせん及び法律相談

展示会の開催、出展支援

インターネットを活用した取引支援

景況動向等の調査

企業グループ支援

自立化支援

商店街等活性化助成

小売商業活性化相談

セミナー開催等情報提供

中小企業などIT化支援

広域連携情報ネットワークの整備

京都インターネット利用研究会の運営

経営革新・創業・ 
ベンチャー育成

個別具体的な、生きた企業連携グループの
　　　　　　　　　　　立上げ・交流の推進

新分野進出、第二創業等の促進支援

新事業の創出支援

高付加価値製品、新技術開発の環境づくり

事業化準備、創業、スタートアップ期への支援

異業種交流の推進

KIIC会員交流の推進

起業家セミナーの開催

ビジネスプラン可能性調査

ベンチャー事業可能性評価委員会の運営

ビジネス・スーパーバイザーの設置

総合相談窓口機能の充実

専門家の派遣

創援隊交流会の開催

けいはんなベンチャー・センターの充実

京都企業創造ファンドの創設

産・学・公連携による
事業創出の推進

産学公連携研究開発の支援

京都次世代医療研究会の開催

新産業の創出支援

新産業創出プロジェクト等の推進

カニ・キトサン活用による新産業の創出

野生動物被害対策新技術開発事業

京都ＩＴバザ－ル構想の推進

試作産業の育成

情報提供

（財）京都産業21 産業振興部 〒600-8813　京都市下京区中堂寺南町134　京都府産業プラザ内
TEL：075-315-8590　FAX：075-315-9240　E-mail：k‐ieda＠mail.joho‐kyoto.or.jp

エネルギー使用合理化設備導入促進支援事業の廃止について
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お知らせ
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ＫＩＩＣ会員交流会
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ＫＩＩＣ会員交流会　交流事業内容 http://www.joho-kyoto.or.jp/̃sinkou/boshu.html

会員サービス

　（財）京都産業２１　ＫＩＩＣ会員交流会（Kyoto Intelligence Incubation Club）
は、「やさしいアクセス　価値ある情報　広がるネットワーク」をスローガンに、京
都における意欲ある企業・団体等に対して、ＩＴ活用の支援、事業創新の支援、経営
革新の支援、産学交流の促進を行い、また行政機関との連携を密とした事業展開
を図り、ビジネスフィールドの拡大とヒューマンネットワークの構築を目的に様々
なテーマでの交流会を開催していますので、ぜひ「（財）京都産業２１　ＫＩＩＣ会員
交流会」にご入会ください。

ＫＩＩＣ倶楽部事業

ＫＩＩＣ研究会事業

ＫＩＩＣ会員交流会
その他交流事業

ｅ－ビジネス倶楽部、ＩＳＯ倶楽部、経営革新倶楽部、国際交流倶楽部、産学交流倶楽部、
ゴルフ倶楽部、マーケティング戦略倶楽部、経営者交流倶楽部、施設見学倶楽部
マーケティング研究会、ライフサイエンス研究会、夢現の会、古都バイオ研究会
Ｋｙｏｏｈｏｏ!?（国際交流部会、観光部会、コンテンツ部会）
新春賀詞交歓会
安全対応講習会事業（中小企業総合事業団）
ＩＴ普及セミナー事業
京都府異業種交流会連絡会議事業（講演と交流のつどい、異業種京都まつりなど）
ＩＴ講習会（ホームページ作成講座など）

情報についての全般的な相談・案内
情報提供サービス

信用調査サービス

会員構成

　１８９企業団体
　　http://www.joho-kyoto.or.jp/̃sinkou/member/index.html
　６７個人（大学教授等）

（財）京都産業２１　ＫＩＩＣ会員交流会　入会金・年会費

　入会金　１０，０００円
　年会費　７２，０００円（１口）［月額　６，０００円］

インターネットへの接続（ダイアルアップ、フレッツISDN、フレッツADSL）サービス
ＫＩＩＣ会員　　　　　１２，０００円／年で提供　（一般年会費　２４，０００円）

　　Bフレッツ接続　　　１８，０００円／年で提供　（一般年会費　３０，０００円）
月刊誌「アクティブサポート京都」による情報発信
［新規取引等の信用情報の調査（割安なサービス料で提供）］
オンラインによる個別情報相談情報検索（データベースを利用して調査します）

企業名での情報検索は通常企業検索１件につき１，５００円のところ、ＫＩＩＣ会員は月
１０件まで無料

特別依頼の信用調査
帝国データバンクの調査員による信用調査は、通常１件につき５０，０００円のところ、
ＫＩＩＣ会員は１件につき２４，０００円で提供

（財）京都産業21 産業情報部 TEL：075-315-8677　FAX：075-314-4720
E-mail：tatsumi＠mail.joho-kyoto.or.jp【お問い合せ先】
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産学公連携研究開発資金支援事業
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【お問い合わせ・応募先・公募説明会申込先】

　当財団では、京都府の補助金を得て、産学公の連携により新産業を創出するために平成15年度から研究開発支援事
業を実施しています。
　この事業は、産学公の連携研究開発グループに対して総額1億円の資金支援を行い、中小企業の技術力向上による
新事業分野の開拓やベンチャー企業の創出を図るために実施するもので、京都産業21が事業サポートを行うことによ
って、複数年にわたる研究開発を円滑に進め、研究開発成果の事業化、ビジネス化を目指すことなどを特長とした資金
支援事業です。
　なお、詳しくは下記をご覧ください。

（財）京都産業21 新事業支援部 技術支援課
〒600-8813　京都市下京区中堂寺南町134　京都府産業プラザ内
TEL：075-315-9425　FAX：075-323-5211
E-mail：gijutu@ki21.jp

（1）目的
　京都経済の次代を担う創造的中小企業等が新産業・
新事業を創出し、地域経済の活性化を図るため、産学公
の強固な連携により研究開発体制を形成し、高度な事
業化研究開発等を推進するグループに対し、資金を提
供することを目的としています。

（2）応募資格
　京都府内に本社を置く中小企業と、大学等研究機関
が構成メンバーに入っている産学公連携研究開発グル
ープが応募できます。

（3）研究開発費の規模
　特に上限はありません。ただし、資金支援する総額は

研究開発総事業費の2/3以内で、上限は1連携グルー
プ当たり1億円とします（3年以内の複数年支援）。　

（4）研究開発期間
　平成16年度から3年度以内（平成16年度採択案件
は平成18年度末まで）。
　なお、資金提供後、毎年度実施される研究開発の進
捗状況の評価により、継続することが望ましいと判断さ
れるものに限り、2年度以降の資金支援を行います。

（5）採択予定件数
　3件程度

産学公連携研究開発資金支援事業の概要

公募期間 ： 平成16年6月1日（火）～6月18日（金）　午後5時必着

事業化のための研究開発に総額1億円の資金支援！

公募要領ダウンロード公募要領ダウンロード

http://www.ki21.jp/information/sangakukou/http://www.ki21.jp/information/sangakukou/http://www.ki21.jp/information/sangakukou/
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専門家派遣事業
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　京都産業２１では、中小企業者が抱える経営、技術、人材、情報化等の様々な課題を解決するため、民間のコンサルタ
ントやアドバイザーを派遣しています。

　次のような分野があります。なお、これ以外の分野・専門家につ
いてもご相談ください。

創　業
経　営
技　術

販　売
財　務
労　務
その他

…
…
…

…
…
…
…

会社設立、事業計画、設備計画、販路、受注開拓
経営方針、経営計画、経営組織
技術開発、製品開発、工程管理、品質管理
（機械、金属、化学、電気・電子、繊維、デザインetc.）
仕入・販売計画、商品管理、店舗設計
財務分析、利益計画、設備投資計画、原価管理、資金調達
従業員教育、人事給与、就業規則、福利厚生
特許、コンピュータ活用、環境管理 など

　インターネット通販の販路拡大及びマー
ケティング手法について、従業員とともにホ
ームページの画面を一つずつ確認しながら
指導を受けたので大変勉強になりました。

〈貴金属販売業〉

　技術集団である当社には販売政策につい
ての知識と経験がなく、マーケティング・販売
システム構築についてアドバイスを受けまし
た。今後も専門家の力を借りながら事業計
画を充実していきたいと思っています。

〈電気機器製造業〉

診断助言を行う分野 利用者の声

対象者
派遣する専門家

費　用

経営の向上を目指す意欲ある中小企業者及び創業者
弁護士・弁理士・公認会計士・税理士・中小企業診断士・技術士・情報処理技術者等１４５名の登録
専門家が診断助言をいたします。
専門家の派遣に要する費用（謝金・旅費）の３分の２を財団が負担します。
したがって、企業の負担は、１回ににつき謝金８,０００円（定額）＋旅費の３分の１となります。

TEL：075-315-8848　FAX：075-323-5211
E-mail：kakushin@ki21.jp

【お申し込み・　
　お問い合せ先】 （財）京都産業21 新事業支援部 経営革新課

専門家派遣事業のご案内
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京都産業21が設備投資を応援します！

設備販売業者

企　業

財　団

割賦・リース
契約締結

割賦・
リース料返済

設備選定

設備納入

売買契約締結

設備代金支払

【お申し込み・　
　お問い合せ先】

小規模企業者等設備貸与制度

���������

　本制度は、小規模企業者等の方が経営基盤強化に必要な設備を導入しようとされる時、これから創業しようとする方
が必要な設備を導入しようとされる時、希望される設備を財団が代わってメーカーやディーラーから購入して、その設
備を長期かつ低利で割賦販売またはリースする制度です。

原則、従業員20人以下（ただし、商業・サービス業等は、5名以下）の企業ですが、最大50名以下の方も利用可能です。

区　分

対象企業

対象設備

対象設備の金額

割賦期間及び
リース期間

割賦損料率及び
月額リース料率

連帯保証人

割賦販売 リース

機械設備等（土地、建物、構築物、賃貸借用設備等は対象外）

実績が１年以上あれば100万円～6,000万円まで利用可能です。

7年以内（償還期間）
（ただし、法定耐用年数以内）

3～7年
（法定耐用年数に応じて）

年2.75％
（設備価格の10％の保証金が契約時に必要です）

3年3.006％　4年2.312％　5年1.886％
6年1.609％　7年1.408％

一定の要件を満たす連帯保証人が必要です。

固定金利です（割賦販売）

償還期間が最長7年と長い

金融機関借入枠外で利用できます

信用保証協会の保証枠外で利用できます

割賦販売とリース、どちらにしますか?

（財）京都産業21 産業振興部 設備助成課 TEL：075-315-8591　FAX：075-315-9240
E-mail：setubi@ki21.jp
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京都府けいはんなベンチャーセンター
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けいはんなベンチャーセンターの概要と募集要項

募集予定

６月入居（２区画程度）、９月入居（５区画程度）
○募集案内は、４月中旬頃から当財団HP（http://www.ki２１.jp/）に掲載いたします。
○９月入居の区画数は変更されることがあります。
○入居に関するご相談は随時受け付けています。

　京都産業２１では、関西文化学術研究都市内にベンチャー育成の拠点とし
て、インキュベートルームを設置しています。
　ただいま６月、９月入居分の募集を行っています。奮ってご応募ください。

場 所

〒６１９-０２３７　京都府相楽郡精華町光台１－７
けいはんなプラザラボ棟内

３２～３７㎡／区画

面 積

支援体制

　入居企業の成長を支援するため各種インフラを
備えるとともに、資金調達・販路拡大・技術指導等の
ビジネスサポートを実施しています。

京都府けいはんなベンチャーセンター
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